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Information No. HORS-16-001 
 

■ 2016 N-ONE OWNER’S CUP 特別規則（付則：認定部品規定）        

主要変更点 / 説明要約 
 

2015 N-ONE OWNER’S CUP 特別規則 からの主要変更点に関し、以下にご案内いたします。 

 

1. ２・５ 参加受理、参加拒否 

③参加申し込みに際し、参加者（エントラント）、ドライバー、ピットクルー（メカニック）等が本規則３・１参加

資格を有しないと認められる場合（他競技会ならびに過去事例も含み）、Honda ワンメイクレース事務局

は、その理由を示すことなく選択あるいは拒否することができる。 

【説明要約】 

参加拒否について、文言を３．１参加資格から削除し２．５に追加する。また当該レース以外の履歴

により参加拒否の対象となる場合がある。 

 

2. ２・６ 参加申し込み定員 

２・６・１ Rd.1-Rd.13 大会 

参加申し込み数が本規則２・２による最多予戦出走台数を超える場合、複数でのグループ予選が実施さ

れ参加申し込み定員は設定されない。グループ予選が実施されない大会については、最多予戦出走台数

を定員とし、Honda ワンメイクレース事務局による抽選により申し込みが受け付けられる。 

【説明要約】 

先着順の申し込み定員制を廃止し、各大会ごとの定員制有無に従い参加受付を行います。 

 

3. ３・１ 参加資格 

３・１・１ 参加者（エントラント） 

なお、参加者はドライバーの他に 1 名以上の要員を指名登録することが望ましい。 

【説明要約】 

競技中の事故等の対応に際し、複数名での参加を推奨します。 

 

３・１・５ 遵守事項 

参加者とその関係者は、参加申し込み時に締結する誓約書の主旨に従い、明朗かつ公正に行動し、言

動を慎み、スポーツマンシップにのっとったマナーを保たなければならない。 

【説明要約】 

同規則を追加する。参加者は同規則を遵守した上で参加資格を満たすものとする。 

 

 

 

 

2016 N-ONE OWNER’S CUP インフォメーション 
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4. ３・３ 公式予選 

予選時間は原則として 20 分間にて行われる。なお公式予選が複数のグループによって行われる場合その

限りではなく当該大会の公式通知（タイムスケジュール）にて公示される。 

【説明要約】 

予戦時間の文言追加 

 

 

３・３・２ グループ予選 

公式予選が複数グループによって実施される場合、以下の方法で行われる。 

①当該大会前戦までのドライバーシリーズポイント上位から順番に、各グループ交互に組分けを行う。

（Rd.1 については前年ポイントによる）なお、該当しないドライバーについてはゼッケン順に組分けられる。 

②決勝グリッドは各グループのベストラップタイムを比較し、速いグループをポールポジション側、遅いグループ

を逆側の列とし、各グループにおけるタイム順に配置される。なお最多決勝出走台数が奇数台数で行われ

る大会での最後尾グリッドは、各グループの 1 位と当該順位のタイムを比較しタイム差が少ないドライバーに

与えられる。 

【説明要約】 

グループ予戦について、組分けおよび決勝グリッドの決定方法について文言追加 

 

5. ３・１７ 罰則 

３・１７・１ HORS ペナルティ 

Honda ワンメイクレース事務局（HORS）は前項３・１７の罰則の他に、以下のペナルティを科すことができる。

このペナルティは HORS により通告、公示され、３．１７罰則に追加される場合と HORS 独自に執行される

場合がある。なお HORS ペナルティにより各大会正式結果が影響を及ぼされることはない。 

①違反者に属するドライバーシリーズポイントの減算、失効。違反内容によっては、当該大会以前に獲得

したドライバーシリーズポイント、ならびに違反車両によって当該大会以前に獲得された他の参加者のドライ

バーシリーズポイントに対してもペナルティが科せられる場合がある。 

②違反者およびその関係者に対する訓戒、以後大会の参加停止。 

【説明要約】 

HORS ペナルティの内容、科せられる対象および範囲を表す文言の追加 

 

6. ４・４・４ 座席 

（背もたれが可動するセミバケットタイプは不可） 

【説明要約】 

バケットタイプの定義について文言追加。 

 

7. 付則 認定部品規定 

◆ 有効期間 

なお、製造メーカーの販売中止等により認定部品が再申請されなかった場合、Honda ワンメイクレース事

務局は参加者の書面による要請に基づき、認定部品として 1 年間の継続を認めブルテンにて発表する。 

【説明要約】 

認定部品の失効に伴う、参加者（使用者）による有効期間の特別措置について文言追加。 

 

 

以上 


